
　ストックオプションとは、一定の期間（権利行使期間）内に、あらかじめ定められた価額（権

利行使価額）で企業から株式を取得することができる権利のこと。1997年の商法改正に

より新たに導入された制度であり、それ以来、2002年6月末までの導入企業数は983社と

株式公開企業数の3割近くにも及んでいます（日興コーディアル証券調べ）。�

　導入当初は、付与対象者、付与できる株式数、権利行使期間についての制限があり

ましたが、2001年の商法改正により、いずれも撤廃されたことから、例えば、ストックオプ

ションをグループ会社の役員・従業員や社外コンサルタント、取引先等に付与する動きも

広がりを見せ始めています。�

　これまで、株式会社を設立する場合には商法により資本金1,000万円以上が、有限会

社を設立する場合には有限会社法により資本金300万円以上が必要と定められていました。�

　2003年2月、中小企業挑戦支援法により新事業創出促進法の一部が改正され、商法

および有限会社法の特例措置として、新たに創業する個人の設立する企業については、

設立後5年間は最低資本金規制の制約を受けず、例えば、資本金が1円でも株式会社や

有限会社を設立できることになりました。�

　既に、ゲーム機用ソフトウェアの企画・開発・販売、各種コンサルタントサービス、情報

技術を活用した医療情報サービスといった業種で、この制度を活用した起業が行なわれて

います。今後も多種多様な新しい企業の誕生が期待されています。�
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